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掲載⽇：2020年06⽉24⽇� 更新⽇：2023年07⽉07⽇

⼀般事業主⾏動計画公表サイト

企業データ詳細

⼀般事業主⾏動計画公表サイト�トップ�>�企業データ詳細

企業名 株式会社愛知銀⾏

認定

法⼈番号 8180001036373

代表者 取締役頭取 伊藤 ⾏記

業種 ⾦融業、保険業

企業規模 2,074⼈

企業規模詳細 男性：1106⼈�⼥性：937⼈（2023年3⽉末現在）

所在地 愛知県�名古屋市中区栄３−１４−１２ 

電話 052-251-3211

主たる事業

企業サイトURL（⾃社の両⽴⽀援に関するペ

ージ等）

くるみん認定 2016年認定

くるみんプラス認定

トライくるみん認定

トライくるみんプラス認定

男性の育児休業取得率等

⼥性の育児休業取得率

育児休業等の取得の状況に関する備考

くるみんマーク・プラチナくるみんマーク等

活⽤事例

・ディスクロージャー誌等への掲載

・育児関連制度関連の社内報への掲載

・採⽤活動プレゼンテーションへの掲載

検索お問合せ �サイトマップ �検索について �印刷について

トップ
⼀般事業主⾏動計画

公表サイト
Q＆A集 両⽴診断サイト 企業の取組事例

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/index.php
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
https://www.mhlw.go.jp/index.html
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/inquiries/edit
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/sitemap.html
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/common_page/common.html#search
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/common_page/common.html#print
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/index.html
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/index.php
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/ryouritsushihyou/
https://ryouritsu.mhlw.go.jp/bn02.html
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厚⽣労働省及び都道府県労働局からの均等・

両⽴推進企業表彰またはファミリー・フレン

ドリー企業表彰の受賞の有無

イクメン企業アワード

えるぼし認定 認定段階２

プラチナえるぼし認定

⼀般事業主⾏動計画の内容 計画期間：2020年4⽉1⽇〜2023年3⽉31⽇

PDF参照

⼀般事業主⾏動計画
⼀般事業主⾏動計画のPDF PDF�  

我が社の両⽴⽀援の取組（現在実施中⼜は実

施していた取組・実績、育児休業平均取得期

間など）

＜育児関係＞

・法を上回る制度を整備

 育児短時間勤務：⼩学校３年⽣修了まで

 出⽣時育児休業：10営業⽇まで保存有休休暇充当可

 看護休暇：時間単位（中抜け可）

・産休前�プレママ⽀援セミナーの実施

・育休中�職場復帰⽀援セミナーの実施

・育休復帰時�職場復帰時研修の実施

我が社の両⽴⽀援の取組（現在実施中⼜は実

施していた取組・実績など）

＜介護関係＞

・介護休業制度、短時間勤務制度等利⽤実績あり

・介護休暇：時間単位（中抜け可）

次世代育成⽀援対策の実施状況（プラチナくるみん認定企業）

プラチナくるみん認定年 2020年認定

プラチナくるみんプラス認定

公表年⽉⽇ 2023�年 �7�⽉ �4�⽇

公表事業年度（※1） 2023�年 �4�⽉ �1�⽇� 〜

2024�年 �3�⽉ �31�⽇

公表前事業年度（※2） 2022�年 �4�⽉ �1�⽇� 〜

2023�年 �3�⽉ �31�⽇

公表前々事業年度（※3） 2021�年 �4�⽉ �1�⽇� 〜

2022�年 �3�⽉ �31�⽇

公表前事業年度において育児休業等（※4）

をした男性労働者数

17⼈

公表前事業年度において配偶者が出産した男

性労働者数に対する、公表前事業年度におい

て育児休業等をした男性労働者数の割合

65%

公表前事業年度において、配偶者が出産した

男性労働者数に対する、公表前事業年度にお

いて育児休業等をした男性労働者数及び育児

⽬的休暇制度（※5）を利⽤した男性労働者

88%

「⼥性の活躍推進企業データベース」での公表ページはこちら

https://ryouritsu.mhlw.go.jp/hiroba/planfile/202006181515435810294_1.pdf
https://positive-ryouritsu.mhlw.go.jp/positivedb/detail?id=4990
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1⽉：11時間 2⽉：11時間 3⽉：14時間 4⽉：12時間 5⽉：12時間 6⽉：13時間 7⽉：12時間

8⽉：10時間 9⽉：12時間 10⽉：13時間 11⽉：14時間 12⽉：13時間

数の合計数の割合

育児⽬的休暇制度の具体的内容 配偶者の出産に伴う休暇（特別有給休暇３⽇）

公表前事業年度において出産した⼥性労働者

数に対する、公表前事業年度において育児休

業等をした⼥性労働者数の割合

100%

公表前事業年度において、フルタイムの労働

者等1⼈あたりの各⽉ごとの時間外労働及び

休⽇労働の合計時間数

公表前事業年度において、平均した1か⽉あ

たりの時間外労働時間が60時間以上である

労働者数

0⼈

所定外労働の制限 ⼩学校３年⽣修了までの⼦を育てる職員は、所定外労働の免除を申し出ることができる。

短時間勤務制度 ⼩学校３年⽣修了までの⼦を育てる職員は、所定労働時間の短縮を申し出ることができる。

始業・終業時刻の繰上げ⼜は繰下げの制度 ⼩学校３年⽣修了までの⼦を育てる職員は、必要の都度始業・終業時刻変更の適⽤を受けることができる。

育児に要する経費の援助措置等 福利厚⽣サービス「ベネフィット・ステーション」にて、育児補助⾦・病児サポート・ベビーシッター補助

チケット・家事代⾏補助制度・育児⽤品レンタル等が利⽤可能。

所定外労働の削減のための措置の内容 ・各個⼈が時間外労働時間の⽬標を設定し、管理監督者が実績を管理。

・①定時退⾏励⾏週間②定時退⾏励⾏⽉間③毎週⽔曜⽇を定時退⾏⽇に設定

年次有給休暇の取得の促進のための措置の内

容

・「休暇⽇程計画表」を作成し、制度休暇の計画的な取得を促進。

・従業員組合と連携し、分会総会等で取得しやすい職場作りと取得促進を図る。

短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークそ

の他の働き⽅の⾒直しに資する多様な労働条

件の整備のための措置の内容

・時差出勤制度の運⽤条件緩和

・在宅勤務制度

公表前事業年度の平均年次有給休暇取得率 73%

公表前々事業年度において出産した⼥性労働

者数に対する、公表前事業年度に在職してい

る⼜は在職していた⼥性労働者数の割合

100%

育児休業等をし、⼜は育児を⾏う⼥性労働者

が就業を継続し、活躍できるような能⼒の向

上⼜はキャリア形成の⽀援のための取組に係

る計画の内容

（１）育児と仕事の両⽴やキャリア形成を⽀援するため、育休前の「プレママセミナー」、育休中の「職場

復帰⽀援セミナー」、復帰時の「復帰時研修」を実施

（２）職域拡⼤のための融資実務トレーニーの実施

内容の実施状況 2022年度の実施状況

（１）プレママセミナー：随時（2022年度は17名）

   職場復帰⽀援セミナー：2023年3⽉実施

   復帰時研修：2022年4⽉実施

（２）2022年5⽉、9⽉実施

【不妊治療と仕事との両⽴に関する取組の実施状況】

半⽇単位・時間単位の年次有給休暇付与制度 ・半⽇単位の有給休暇制度：年10回まで

在宅勤務⼜は情報通信技術を活⽤した勤務を

可能とする制度

・在宅勤務制度

不妊治療と仕事との両⽴に関する研修その他

の不妊治療と仕事の両⽴に関する労働者の理

・年4回の直属上司との⾯談実施を徹底、公私ともに相談しやすい環境づくりを⾏っている。
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解を促進するための取組

※1�公表を⾏う⽇の属する事業年度（各事業主における会計年度）

※2�公表を⾏う⽇の属する事業年度の前の事業年度

※3�公表を⾏う⽇の属する事業年度の前々事業年度

※4�育児・介護休業法第２条第１号に規定する育児休業のほか、⼩学校就学の始期に達するまでの⼦を養育するための休業

※5�⼩学校就学の始期に達するまでの⼦を養育する労働者を対象とした企業独⾃の育児を⽬的とした休暇制度（例：失効年休の育児⽬的での使⽤、配偶者出産休暇等）

サイトにバナーを貼ろう！ プライバシー・ポリシー セキュリティ・免責・リンクについて

(C)2023�Ministry�of�Health,�Labour�and�Welfare,�All�Rights�reserved.

検索へ戻る 検索⼀覧へ戻る
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